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１．機能追加の概要 申請様式別機能

申請様式 業務 管理番号 機能追加項目 機能追加概要

輸入割当承認同

時申請

申請 6N改変

20-37

水産物の一元
化

輸入割当承認同時申請（申請様式600）にて輸入水産物18品目を扱えるよう申

請項目等を変更します。（輸入割当承認同時申請においても輸入承認申請と同

等の申請が行えるよう変更します）

・「申請特殊事由コード」を追加します。

・「割当方式コード」の相関チェックを変更します。

・「関税率表番号」の相関チェックを変更します。

・取引明細金額欄を3欄入力できるようにします。

・電子ライセンスの有効期限切れの警告メールを送信します。

輸出承認（ワシン

トン）

申請 6N改変

20-39

ワシントン関連
の変更

申請項目を変更します。

・「通貨コード」、「単価」、「合価」を削除します。

・「建値コード」、「建値地域名称」の1明細目を必須入力、2明細目以降を入力

不可とします。

輸入承認 申請 ワシントン関連品目の場合の申請項目のチェックを変更します。

・品目コードがワシントン貨物（WCS1またはWCS2）の場合は、「関税率表番号」

を任意入力とします。

バーゼル移動書

類交付申請

申請 6N改変

20-40

バーゼル移動
書類交付申請
手続き電子化

バーゼル移動書類交付申請の電子申請手続きを追加します。



申請書の種類

実施可能な申請手続

新規 新規
(補正)

更新
変更

更新
変更

(補正)

訂正 訂正
(補正)

輸出許可申請書 ○ ○ - - ○ ○

役務取引許可申請書 ○ ○ - - ○ ○

輸出承認申請書(特別に定めた申請様式があるものを除く(共通)) ○ ○ - - ○ ○

輸出承認申請書(輸出令別表第2-21の3(麻薬等原材料)) ○ ○ - - ○ ○

輸出承認申請書(輸出令別表第2-35(オゾン)) ○ ○ - - ○ ○

輸出承認申請書(輸出令別表第2-35の2(バーゼル)) ○ ○ - - ○ ○

輸出承認申請書(輸出令別表第2-36(ワシントン)) ○ ○ - - ○ ○

輸出承認申請書(輸出令別表第2-35の3(有害化学物質)、35の4(特定水銀)) ○ ○ - - ○ ○

一般包括輸出・役務（使用に係るプログラム）取引許可及び特別一般包括輸出・

役務（使用に係るプログラム）取引許可申請書

○ ○ ○ ○ - -

特定包括輸出許可及び特定包括役務取引許可申請書 ○ ○ ○ ○ - -

一般包括役務取引許可及び特別一般包括役務取引許可申請書 ○ ○ ○ ○ - -

一括輸出承認申請書(輸出令別表第2-21の3(麻薬等原材料)) ○ ○ ○ ○ - -

輸入割当申請書 ○ ○ - - ○ ○

輸入割当承認同時申請書 ○ ○ - - ○ ○

輸入承認申請書 ○ ○ - - ○ ○

輸入2号承認申請書 ○ ○ - - ○ ○

事前確認申請書（水産物） ○ ○ - - ○ ○

事前確認申請書（ワシントン） ○ ○ - - ○ ○

事前確認申請書（かに） ○ ○ - - ○ ○

事前確認申請書（まぐろ） ○ ○ - - ○ ○

事前確認申請書（オゾン） ○ ○ - - ○ ○

事前同意相談申請書 ○ - - - - -

添付書類等追加申請書 ○ - - - - -

取下申請書 ○ - - - - -

再発行申請書 ○ - - - - -

履行報告等申請書 ○ - - - - -

バーゼル移動書類交付申請 ○ - - - - -

２．電子申請手続き一覧

赤字：新規追加
青字：申請項目の変更
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輸入割当承認同時申請（申請様式600）にて輸入水産物18品目を扱えるよう申請項目等を変更します。（輸入割当承認

同時申請においても輸入承認申請と同等の申請が行えるよう変更します）

※輸入水産物18品目での運用は令和３年4月からを予定

３．業務機能詳細 6N改変20-37（水産物の一元化）

輸入割当承認同時申請 （1/4）

申請項目「申請特殊事由
コード」を追加します。

割当方式コードのリストは以下となります。

なお、特殊事由コードが「S1：特殊輸入割当」の場合
に、割当方式コードが「0：割当方式の略称」以外が選

択された場合はエラーとなります。
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輸入割当承認同時申請（申請様式600）にて輸入水産物18品目を扱えるよう申請項目等を変更します。（輸入割当承認

同時申請においても輸入承認申請と同等の申請が行えるよう変更します）

※輸入水産物18品目での運用は令和３年4月からを予定

３．業務機能詳細 6N改変20-37（水産物の一元化）

輸入割当承認同時申請 （2/4）

関税率表番号について、以下の相関チェックとなり
ます。

・申請特殊事由コード「S1」の場合かつ、割当方
式コード「0:割当方式の省略」の場合は、申請後に
システムが自動で登録内容を補完します。（入力が
あっても無視します）

・申請特殊事由コード「S1」ではないかつ、割当方
式コード「0:割当方式の省略」の場合は、入力必須
となります。

・申請特殊事由コード「S1」ではないかつ、割当方
式コード「0:割当方式の省略」ではない場合は、申
請後にシステムが自動で登録内容を補完します。
（入力があっても無視します）
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輸入割当承認同時申請（申請様式600）にて輸入水産物18品目を扱えるよう申請項目等を変更します。（輸入割当承認

同時申請においても輸入承認申請と同等の申請が行えるよう変更します）

※輸入水産物18品目での運用は令和３年4月からを予定

３．業務機能詳細 6N改変20-37（水産物の一元化）

輸入割当承認同時申請 （3/4）

訂正申請時のみ、取引明細金額欄を3欄入
力することができます。

※輸入承認申請(様式700)と同様になります。
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輸入割当承認同時申請（申請様式600）にて輸入水産物18品目を扱えるよう申請項目等を変更します。（輸入割当承認

同時申請においても輸入承認申請と同等の申請が行えるよう変更します）

※輸入水産物18品目での運用は令和３年4月からを予定

３．業務機能詳細 6N改変20-37（水産物の一元化）

輸入割当承認同時申請 （4/4）

輸入割当承認同時申請についても、
電子ライセンスの有効期限切れの警告
メールが送信されるようになります。
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申請項目を変更します。

３．業務機能詳細 6N改変20-39（ワシントン関連の変更）

輸出承認（ワシントン）

以下の項目を削除します。
「通貨コード」
「単価」
「合価」

「建値コード」「建値地域名称」は、
1明細目を必須入力、2明細目
以降を入力不可とします。

（1/2）
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申請項目を変更します。

３．業務機能詳細 6N改変20-39（ワシントン関連の変更）

輸出承認（ワシントン） （2/2）

申請項目「通貨コード」「単価」「合価」
の表示は「***」になります。

既存の「建値」「建値地域
名」の表示は「***」になり
ます。

申請項目「建値コード」「建値地域名」の表示位置を総合計価額の行に移動します。

※「建値コード」「建値地域名」は申請項目として１明細目のみの入力に変更となり
ます。その１明細目の内容が表示されます。

２明細目以降についても、１明細目と同様に「建値」「建値地域名」「通貨「単価」「合価」は「***」で表示されます。

特記事項

輸出承認（ワシントン）の交付イメージ
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ワシントン関連品目の場合の申請項目のチェックを変更します。

３．業務機能詳細 6N改変20-39 （ワシントン関連の変更）

輸入承認

品目コードがワシントン貨物
(WCS1またはWCS2)の場合、
関税率表番号は任意入力にな
ります。
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バーゼル移動書類交付申請の電子申請手続きを追加します。

３．業務機能詳細 6N改変20-40（バーゼル移動書類交付申請手続き電子化）

バーゼル移動書類交付申請 （JMD業務）

申請内容はファイルに記載し、

添付して申請します。

バーゼル移動書類交付申請を

行う電子ライセンス番号を入力

してください。

※バーゼル移動書類交付申請

は、発給済みの電子ライセンス

（輸出承認（バーゼル）ライセン

ス、または輸入承認ライセンス）

に対して申請が行えます。

バーゼル移動書類交付申請は、申請書作成ソフトおよびJAA業務での申請方式ではありません。専用のJMD業務にて添付ファイルを添付して申
請する方式となります。

特記事項

バーゼル移動書類交付申請を

専用で行う業務（JMD業務）を

追加します。


